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平成２０年５月３０日 社会保障制度調査会「救急医療と搬送に関するプロジェクトチーム」 

救急医療と搬送に関する課題と対策について（提言） 

～信頼と協力に基づく救急医療の再構築を目指して～ 

 

昨年８月に奈良県において発生した妊婦救急搬送の事案をはじめ、救急

搬送の受け入れに時間を要した事案の報道が相次ぎ、大きな社会不安とな

っている。党としても、このような事態を深刻に受け止め、本年２月、大

阪府に調査団を派遣し、現場関係者の声を聞くとともに、本ＰＴにおいて

も、関係団体等からのヒアリングを行い、課題の抽出と対策の検討を行っ

てきた。 

 その過程で、救急医療に対する需要の増大や多様化といった患者側の

要因とともに、需要に見合う受入体制の確保の難しさなど医療提供側の

課題も浮かび上がった。この間、政府においても、様々な措置を講じて

おり、特にこの４月以降は予算や診療報酬の面で充実を図っているとこ

ろであるが、医療にとっての原点とも言える救急医療の確保に向けて、

なお一層の取組が必要である。 

本ＰＴにおいては、これまでの政府の措置、取組を踏まえつつ、今後

早急に取り組むべき諸対策を提言するものである。 

 

Ⅰ．課題 

１．救急搬送の受入れを巡る直接的な課題 

 

（１）救急医療を巡る状況の変化 

救急利用の増大・多様化 

少子高齢化の進展、住民の意識の変化及び核家族化等の社会情勢

の変化に伴い、救急利用が増大・多様化している。救急搬送人員は、

この１０年間で５０％以上増加しており、特に、高齢者を中心とし

た軽症・中等症患者の増加が著しい。また、救急車の不適切な利用

と見られるケースもある。このため、真に緊急性のある傷病者への

対応に支障が生じている。 

なお、患者にとって真に必要な救急医療と、「モンスターペイシェ

ンツ」という言葉に象徴されるように患者の要求によって増大して

いる部分とを区別すべきである。 

 

 （２）搬送その他 

①多数の搬送先候補の存在とその選択の困難さ 

救急搬送において、受入先医療機関の決定までに時間を要する事

案が増加しており、１１９番通報から病院収容に至るまでの時間の
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遅延に影響している。 

さらに、都市部を中心に受入先候補となる医療機関が多数存在す

る中で、救急隊と複数の医療機関の間で詳細な情報のやりとりを通

じ、患者の病状に応じた適切な医療をマッチングさせていく過程で、

必然的に時間・手間を要する。しかも、このような過程を表層的に

捉え、いわゆる「たらい回し」や「受入拒否」といった表現で医療

機関が批判される傾向にある。 

 

② 医療体制と救急搬送体制との連携 

地域の実情により、長距離の救急搬送をやむを得ず行わなければ

ならない場合がある。また、県境を越えて救急搬送を行わなければ

ならない場合がある。 

 

 （３）医療機関側の受入れ 

受入能力の限界等 

総務省消防庁の調査によると、救急搬送患者の受入れに至らなか

った主な理由として、「処置困難」、「ベッド満床」、「手術中・患者対

応中」、「専門外」が挙げられている。また、前述の救急車の不適切

利用のような患者の受療行動もある。 

その他、病院勤務医を中心とする過酷な勤務環境、勤務状況に見

合った報酬となっていないことへの不満、患者（泥酔、薬物、精神

科的症状の合併等）とのトラブル等といった問題も挙げられる。 

 

２．救急医療を取り巻く背景 

 

  ①救急医療のコスト 

救急医療自体は、基本的に採算のとりづらい分野であるが、公的な

救急搬送が無料である等の事情から、サービスと負担（コスト）の関

係が認識されづらい。 

軽度を中心に救急利用は増大しており、それを受け入れる提供側も

そうした救急医療自体では経営が成り立ちづらいという根本的なジ

レンマを抱えている。 

 

②国による医療費の抑制等 

 我が国の医療費の対ＧＤＰ比率は、ＯＥＣＤ諸国の中でも低い方で

あるものの、高い医療水準を維持している。しかしながら、救急利用

の増大・多様化、医学部定員の削減、診療報酬の引き下げ等もあって、

地域の医療体制の確保に支障が生じている。 
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③三位一体改革等による影響 

現在、初期救急医療や二次救急医療に要する財源については、体制

整備に対する国からの補助金が一般財源化又は税源移譲され、地方の

自主財源として地方自治体の裁量に委ねられている。このため、地域

によっては医療への配分額が小さい場合もある。 

 

Ⅱ．対策 

１．救急医療体制の再構築 

 

（１）救急医療に対するニーズの変化への対応 ～患者の不安解消と救急医

療への理解の促進～ 

①啓発活動 

救急医療体制が効果的に機能していくためには、医療側と搬送側

はもとより、国民・患者を巻き込んで、信頼・協力関係を築くこと

が重要である。 

そのためにも、国民世論に対し、広報活動やシンポジウム等の機

会を通じ、救急車の適正利用、独り暮らしの高齢者等を地域ぐるみ

でサポートすることの重要性、妊婦健診も含めた健康管理の必要性、

そもそも救急医療には相当のコストがかかること、 も適切な医療

機関で受け入れてもらうためには相当の時間と手間を要する場合が

あること等について訴える。 

また、このような啓発活動も含めた救急医療体制の整備に対する

地方自治体による積極的な取組を促す。 

 

②電話相談事業の推進 

緊急時における患者等の不安を解消するため、現行の「小児救急

電話相談事業（＃８０００）」について現状を評価し、全国的な質の

向上を図るとともに、その対象を、高齢者を含む成人に広げること

についても検討する。 

 

（２）救急医療と搬送の連携 ～搬送から受入までの円滑な流れの構築～ 

 

①救急医療情報システムの充実・改善 

現行の救急医療情報システムは、特に、搬送先の候補となる医療

機関が多数存在する都市部において有用であり、こうした地域を中

心に、関係者間の連携を進めるとともに、受入可否に係る情報等の

随時更新に必要なシステム改修を進めていく。 
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②救急患者受入コーディネーターの配置 

 救急隊による受入先医療機関の選定に相当の時間を要する事例に

ついて、地域の実情に精通した救急医を医療機関に配置するなどし

て、関係医療機関との調整等を行う。 

 

③医療と搬送の連携 

医療側と搬送側の双方が定期的に意見交換を行う等によって緊密

な信頼・協力関係を築くことが重要である。 

また、長距離の救急搬送をできる限り少なくするため、医療計画

に基づき、救急医療圏を適正に設定した上で、圏域内で搬送が完結

できるよう連携を図る。 

さらに、県境を越える患者の救急搬送についても円滑に対応でき

るよう、都道府県間の連携を進めるとともに、救急医療情報システ

ムの拡充及び活用の推進を図る。 

 

   ④メディカルコントロール（ＭＣ）体制の全国的な質の向上 

医療圏ごとにおける搬送と医療の連携の充実に加え、県境を越え

る搬送に関する課題等について、全国の関係者による意見交換等に

より、連携の強化を図る。 

 

（注）メディカルコントロール（ＭＣ）体制・・・救急救命士による特定行為を中心とする

活動等について医師が指示・指導・助言及び検証することにより病院前救護の質を保障

する体制 

 

（３）医療機関側の受入体制の確保  

～スムーズな患者受入に向けての救急医療体制の再構築～ 

 

①院内トリアージの検討 

来院する多数の救急患者に対し、専門的な訓練を受けた医療従事

者が、病状に応じた適切な医療を効率よく提供するシステムについ

て検討する。 

 

（注）トリアージ・・・患者に も適した診療を行うため、その重症度、緊急性等によって

患者を区分すること。 

 

②日本型ＥＲの検討 

我が国では、一次から三次まで、提供できる医療内容に応じて救
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急医療機関が機能分化している。これらの機能を一つの医療機関で

併せ持つ形態として、米国のＥＲ方式がある。我が国においても、

救急以外の部門を含む医療機関全体の理解・協力を得て、このＥＲ

方式を導入することが可能かどうかについて検討する。 

 

（注）ＥＲ・・・Emergency Roomの略。本邦では明確な定義は無いが、症状の内容、重症度

によらず全ての救急患者を受け入れ、初期診療の上、患者の状態に応じて専門の各診療

科に引き継ぐといった医療機関全体の理解・協力に基づく体制。 

 

③救急医療機関の拠点化（集約化・重点化） 

地域において、第二次救急医療機関を中心に個々の医療機関の役

割分担を見直した上で、拠点となる医療機関を定め、必要に応じて

救急医療の専門家を幅広く集め、救急医療に対する様々なニーズに

対応できるようにするとともに、拠点医療機関への患者の過度な集

中を防ぐよう、同じ地域における他の医療機関とのネットワークを

構築することにより、地域全体で救急患者を受け入れる体制を確保

する。 

 

（注）ネットワーク・・・ここでは、急性期を脱した患者を当該拠点医療機関から地域の他

の医療機関に転送することや、診療科ごとに輪番体制を敷くこと等によって地域全体に

おいて受入体制を確保することを指す。 

 

 

④救急患者の転床等の推進 

救急医療機関における「ベッド満床」という事態を解消するため、

施設内の病床の融通や地域連携によって、急性期を脱した患者を、

地域全体において「後方病床」で受け入れる体制を確保できるよう

検討する。 

 

（注）後方病床・・・急性期を脱した患者を受け入れ、継続して医療を提供する院内又は院

外の病床。 

 

⑤救急医療を担う人材の育成 

救急医療に対する国民の要求水準の高まりを踏まえ、様々な分野

に精通した高度な救急医療を提供できる医師を育成するため、例え

ば、「救急医療トレーニングセンター（仮称）」の指定等により、高

度かつ 先端の救急医療について研鑽を積めるような仕組みづくり

を検討する。 
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⑥画像診断等に関する後方支援の推進 

地域に専門医がいない場合でも、緊急時には、可能な限り 先端

の知見に基づく診療が受けられるよう、ＩＴネットワークを活用す

ることにより、ＣＴ・ＭＲＩの画像診断や心電図の評価等について、

遠隔地の専門医による助言を受けつつ、地域の医師が診断・治療を

迅速に実施できる体制づくりを推進する。併せて、画像診断等に係

る責任の所在や財源の確保に関しても検討する。 

 

⑦救急医療情報の迅速性・正確性の確保と知見の集積 

救急医療においては、適切な診療により、「避けられる死」や「避

けられる後遺障害」を防ぐことが重要である。そのためにも、傷病

者の搬送照会を迅速かつ適切に行うことが必要であり、救急現場の

画像情報、患者の健康情報、救急医療機関における医師の従事状況

等を関係者間で共有できるよう、情報の一元化の技術開発について

研究する。 

また、今後の対策に活かせるよう、救急搬送の実態（具体的な傷

病名、医療機関が受け入れられないとする具体的な理由、医療機関

における診療内容、予後等）を把握するための詳細な調査・分析を

行う。 

 

⑧医療機関における様々な背景の患者への対応 

様々な背景の患者に対応し、トラブルの緩和等を含めて診療の円

滑化を図るため、例えば「患者相談員（仮称）」の配置を検討する。 

 

 

２．その他救急医療を取り巻く環境の整備 ～救急医療体制の底上げ～ 

 

①法整備 

以上の諸対策について、必要に応じ、法的整備（「救急医療基本法（仮

称）」）を行う。 

 

②救急医療に関する予算の確保 

救急医療自体では基本的に採算のとりづらい分野である。こうした

ことを踏まえ、道路特定財源の一般財源化による活用も含めて、引き

続き、救急医療体制の確保に必要な予算を十分に確保するとともに、

診療報酬の面でも救急医療について、一層の充実を図る。 
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（注）３月２７日の福田首相による道路特定財源の見直しに関する緊急記者会見の中で、一

般財源化の活用先の一つとして「救急医療体制の整備」が挙げられている。 

 

③地域における財源の確保 

地方自治体において、第二次救急医療機関をはじめ救急医療に対し

て、適切に財源配分を行うよう求める。また、国においても必要な財

政支援を行う。 

 

④医師等の確保 

昨年５月に政府・与党においてとりまとめられた「緊急医師確保対

策」を踏まえ、引き続き、その推進を図る。また、看護師についても、

養成力の確保、離職の防止、再就業の支援等の確保対策を総合的に進

める。 

併せて、救急医療に従事する勤務医の労働実態を分析し、その結果

を踏まえて、交替制勤務の導入や医師に対する適正な報酬等勤務環境

の改善策を検討する。検討された改善策は、まず公的な病院において

率先して進める。 

 

  ⑤医師臨床研修の充実 

   救急医療に関する研修の実施状況等を踏まえて、その充実を図る。 

 

  ⑥ドクターヘリの配備促進 

   昨年６月に成立した「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の

確保に関する特別措置法」に基づき、引き続き、ドクターヘリの全国

的な配備を進めるとともに、その利活用の促進を図る。 
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